
栃木県栃木市 
 
1. 事業内容 
担当課等 

産業振興部商工観光課 
TEL：0282-21-2541 FAX：0282-24-7666 

助成事業名 ・栃木市産業財産権取得費補助金 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 ・特許、実用新案、意匠、商標を取得した中小企業者 

助成内容 

○対象となる産業財産権 
特許権、実用新案、意匠、商標 

○補助・助成金の内容 
特許等取得に対する助成 

○制度を作った背景など 
栃木市では、産業振興施策の一つとして、産業財産権を取得した中小企業に対し、

その費用の一部を助成する制度を平成 23 年度より行っている。 
助成期間 ・取得後 6 ヶ月以内に申請 

助成金額、補助率 
・取得対象費用の 2/3 とする（特許権は 50 万円を、それ以外は 10 万円を限度とす

る） 
産業財産権の帰属 ・申請者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・随時 
審査（選考）方法 ・書類審査 
申請に係わる必要

書類等 

補助金交付申請書、企業概要書、産業財産権取得概要書、取得が確認できる書類、

その他 
支払い方法等 ・口座振込 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額 平成 23 年：3 件、27 千円  平成 24 年度：3 件、83 千円 
応募件数 ・平成 23 年度：3 件  平成 24 年度：3 件（平成 24 年 12 月 5 日現在） 
事業予算規模 ・100 万円 
パンフ等の有無 ・HP 掲載 
 

5. 採択に伴う義務 
採択に伴う義務等  

 

6. 今後の計画・予定 
計画・予定等 平成 25 年度も実施予定 
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